
【お申込方法】

別紙「相談申込書」に必要事項をご記載のうえ、
下記お問合せ先までご送付ください。

【お問合せ先】

札幌市 建築安全推進課 空き家対策担当
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所2階
T E L 011-211-2808
MAIL   akiya@city.sapporo.jp

【開催会場】
北洋大通センター４階セミナーホール
（札幌市中央区大通西３丁目７）
＊公共交通機関をご利用願います。

【お申込期限】
令和６年9月27日（金）15:00まで

主催：北海道、北洋銀行 共催：参加する自治体

地下歩行空間直結
札幌駅徒歩１０分

北海道空き家所有者向け相談会
令和６年１０月２６日（土）

無料で相談できます 専門相談員が対応
・相談料はかかりません。
・ご予約のうえ、お気軽にご参加ください。

・宅建士や司法書士など、ご相談内容に
適した専門家が相談員として対応します。

10：00～16：00

完全予約制のため、事前にご予約ください。

お持ちの空き家で
困っていませんか？

北洋銀行本店営業部１階の
エレベーターをご利用ください
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